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新型コロナウイルスに関する経済支援制度 ２㌻

▼小中学生１人当たり ５， ０００ 円（給食費免除の世帯は＋９， ６００ 円）を支給

▼事業所税の優遇措置を２年延長

▼持続化給付金・休業協力金　市独自で対象を拡大　ほか

ひとり一律 １０ 万円
申請は８ 月３１ 日までに

特別定額給付金

２㌻

市税の支払いを延長する制度があります
新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ

３㌻

子育て世帯への 臨時特別給付金を支給します ４㌻

▼児童１人当たり１０，０００円を支給（児童手当を受けている方、所得制限あります）

合併特別号

時間延長…４・１１・１８・２５日（木）

　　　　　▽市役所本庁舎…午後８時まで

　　　　　▽尾西・木曽川庁舎…午後７時まで

休日開設…２８日（日）

　　　　　▽市役所本庁舎…午前９時～正午

取扱業務…住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、

印鑑登録証明書、市県民税・軽自動車税に

関する証明書などの発行

６月の窓口の時間延長・休日開設 １００９９５６ ＩＤ 市役所の開庁時間

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日を除く）

市県民税（第１期分）

納付は　６月３０日（火）　までに

納付のお知らせ １０００８７５ ＩＤ 

市長メッセージ


